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第５条の５　公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募
集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（次項に
おいて「公共職業安定所等」という。）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又
は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を収集し、保管し、
又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、
当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び
使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

　ここで職業紹介事業者等とあるのは、職業紹介事業者に限らず、労働者の募集を行う者、募集受託者、
募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者を指し、とりわけ、
労働者の募集を行う者には、募集形態の如何（直接募集、文書募集、委託募集）を問わず労働者の募
集を行う者全てを含みます。
　すなわち、雇用者を直接採用しようとする場合であっても、個人情報の適正管理規定を遵守する必要
があります。

　求職者等の個人情報の取扱いについては、法令の定めの他、具体的には指針（平成11年労働省告示第
141号）として、均等待遇や労働条件の明示等と併せて定められています。
　この指針の第 5においては、原則として収集してはならない個人情報等が規定された他、個人情報の
適正な管理及び秘密保持並びに苦情処理等に関する規定が設けられています。
　また、これに違反する場合には法第48条の 2及び第48条の 3による指導・改善命令の対象となりますの
で、ご留意ください。
　なお、たとえ本人の同意があったとしても、いわゆる採用選考の際の身元調査等を認めるものではな
いことはいうまでもありません。
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職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、
労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針（平成11年労働省告示第141号）
第五　求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第五条の五）
一　個人情報の収集、保管及び使用
（一）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事

業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的を明らかにする
に当たっては、求職者等の個人情報（一及び二において単に「個人情報」という。）がどのような目的で収集
され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示するこ
と。

（二）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事
業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにし
て個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必
要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合
はこの限りでないこと。
イ　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ　思想及び信条
ハ　労働組合への加入状況

（三）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事
業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の
下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法か
つ公正なものによらなければならないこと。

（四）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事
業者及び労働者供給を受けようとする者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校
の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定局長」とい
う。）の定める書類により提出を求めること。

（五）�　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示し
て本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

（六）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事
業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項又は㈡、㈢若しくは㈤の求職者等本人の同意
を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。
イ�　同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細
に明示すること。

ロ�　業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。
ハ�　求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。

二　個人情報の適正な管理
（一）�　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事

業者及び労働者供給を受けようとする者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を
講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ　個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置
ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

（二）　職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等
提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を
知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなけれ
ばならないこと。

（三）�　職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作成
し、これを遵守しなければならないこと。
イ　個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
ロ　個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
ハ　本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱いに関する事項
ニ　個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

（四）�　職業紹介事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求
めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

三　個人情報の保護に関する法律の遵守等
一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等
提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第二条第十一
項に規定する行政機関等又は同法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、それぞれ同
法第五章第二節から第四節まで又は同法第四章第二節に規定する義務を遵守しなければならないこと。
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⑴　男女雇用機会均等をめぐる状況
昭和61年に男女雇用機会均等法が施行されてから40年経過しました。この間、社会一般の意識と

して、男女の機会均等についての考えは広く当然のこととして受け止められるようになりました。

また、企業の雇用管理においても、男女の機会均等についての認識が浸透・定着し、その考えに

沿って雇用管理の見直しが進んできました。

その結果、雇用者総数に占める女性の割合は 4割を超え、令和 4年には45.8％となりました。ま

た、女性の継続就業も進み令和 4年の女性の平均勤続年数は9.8年となっています。さらに、管理職

に占める女性の割合も、課長相当職では男女雇用機会均等法施行前の昭和60年には1.6%でしたが、

令和 4年には、13.9%と着実に上昇しています。

一方で、近年、女性に対する差別事案は複雑化し、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの相

談、セクシュアルハラスメントの相談等の件数は高止まり状態にあります。

特に、男女雇用機会均等法は正規雇用者、非正規雇用者の雇用形態を問わず適用対象となってい

ますが、雇用形態が多様化しいわゆる非正規雇用者が増加している中で、非正規雇用者からの相談

が多くなっています。

また、管理職に占める女性の割合は係長を中心に上昇が続き、中には一般社員から、部長、役員

という高い地位に就いて活躍する女性の姿も見られるようになりましたが、高位の管理職に占める

女性の割合の上昇テンポは緩やかです。

⑵　男女雇用機会均等法
我が国は、急速な少子化と高齢化の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しています。

そうした中にあって、労働者が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつ

つ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備することが、以前にも増して重要な課題と

なっています。

男女雇用機会均等の推進のために、男女双方に対する差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・出産等を

理由とする不利益取扱いの禁止等を内容とした「改正男女雇用機会均等法」が平成19年 4 月 1 日に施行

され現在に至っています。

募集・採用に関しては、労働者の募集・採用における性別を理由とする差別は禁止され、男女のいず

れかを排除したり、男女で異なる取扱いや男女のいずれかを優先する取扱いも原則として禁止されます。

また、性別以外の事由を募集・採用要件とするもののうち厚生労働省令で定められた一定の要件につい

ては、その要件に合理的理由がない場合には、間接差別として禁止されます。

さらに、セクシュアルハラスメントに係る規定が令和元年 6月に一部改正され、これまでの職場でのハ

ラスメント防止対策の措置に加え、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や、国、事業主及び

労働者の責務が明確化され、防止対策の強化が図られ、令和 2年 6月 1日から施行・適用されています。
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性別による差別を禁止する一方で、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を実質的に確

保することを目的とした措置（過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で雇用の場に生じてい

る男性労働者との間にある事実上の格差を改善する目的に行う女性のみを対象とした措置や女性を

有利に取り扱う措置については、法違反とはなりません。
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1 �　職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化して、管

理・監督者を含む全ての労働者に周知・啓発をすること

2 �　ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、

管理・監督者を含む全ての労働者に周知・啓発すること

11�　相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない

旨を定め、全ての労働者に周知・啓発すること

　　・妊娠中の休憩（休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置）

Ⅲ

－84－

Ⅲ

－84－
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Ⅲ

－84－

法第 ５条では、「全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働

者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有す

る能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向

上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。」と明示されて

います。（下線の部分は、令和 ５年 ４月 １日改正）

障害のある人もない人も、お互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を

目指す「ノーマライゼーション」の理念を推進するため、1人でも多くの障害のある方が働く場を得て、

社会の一翼を担い、誰もが活躍できる社会となりますよう、障害者雇用へのご理解とご協力をお願いし

ます。

Ⅲ

－84－

障害のある方の雇い入れについて
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また、法第43条で「事業主は、雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者または精神障害者

の割合が一定率（法定雇用率）以上であるようにしなければならない。」とされています。

なお、民間企業における法定雇用率は、令和 ６年 ４ 月から2.5％に引き上げられています。さらに、

令和 ８年 ７月から2.7％（従業員37.5人以上の事業主が対象）に引き上げられます。

障害のある方を雇用される場合には、いろいろな不安（従事できる仕事があるか、どのような指導・

支援をしたらよいか等）があると思います。

ハローワークでは、これから障害のある方の雇用を考えている企業や既に障害のある方を雇用して

いる企業が状況に応じた適切な課題解決が行うことができるよう、障害者雇用の専門的な知識等を有

する機関と密接に連携を取りながら、雇用に向けた採用の準備段階から職場へ定着するまでの一貫し

たチーム支援を行っています。障害のある方の雇用に向けた第一歩として、ハローワークをご活用願

います。

を図ることができます。

つくことでもあります。
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同和地区（同和関係者）を差別していませんか

同和問題（部落差別）は、同和地区（被差別部落）に生まれた方々が、ただそれだけの理由で不当

に差別され、社会的不利益を受けている現実です。人類普遍の原理である自由と平等が侵され、同時

に日本国憲法で保障されているはずの基本的人権が侵害されるというとても深刻で根深い問題です。

◦歴　史

同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。

部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられたものです。

その差別は江戸時代になり強まり、封建制度を確立するため、武士と農民・町人という世襲的な

身分制度を設けました。そして、さらに農民・町人とは別に賤民身分をつくり、それらの人々を一

定の地域に住まわせ、農民や町人に自分たちとは別の身分があることを知らせ、武士階級に対する

不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたのです。

こうしてできた賤民身分は、他の身分と交際することを禁じられ、住むところや仕事も限定され

て、厳しい差別を受けました。

しかし、これらの人々は、厳しい差別を受けながらも、荒れ地を耕して年貢を納めたり、優れた

技術を使って、社会に必要な道具を作るなどして社会を支え、また、古くから伝わる芸能を盛んに

し、文化にも大きな影響を与えてきたのです。

そして明治になり、「解放令」によって賤民身分はなくなりました。しかし、明治 5年につくら

れた「壬申戸籍」では旧身分や職業が記入され、賤民身分だった人に対しては「新平民」という呼

称がつけられるなど、実際は差別を残すことになりました。近代産業の工場も、士族を中心に雇う

など身分重視だったため、なかなか採用されません。そして労働者不足の時には雇用され、不景気

になると解雇されるという調整弁的な役割を担わされました。そのような劣悪な労働条件のうえ、

納税・兵役・教育の義務は課せられるので、同和関係住民の貧困は変わらず続いたのです。

◦現　状

同和地区（同和関係者）への差別意識や偏見は現在も依然として存在し、一層複雑になっていま

す。同和問題について考える機会が増えて十分に理解したつもりでも、実際に自分自身が直面する

と差別的行動をとってしまうこともあります。事実、同和地区（同和関係者）との関わりを極力避

けようとする事例が後を断ちません。たとえ自分には差別意識はなくても、周囲の人に同調して結

果的に差別してしまったり、知らないうちに差別に手を貸してしまったりするかもしれません。同

和問題に関する正しい知識を身に付けるだけではなく、差別行為をしないことを心掛けてください。

以下に差別に関する一般的な事例をいくつか紹介します。どのような形で差別が存在するか、そ

の一端でも知ってください。
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（事例 1 ）

Ａさんは、かねてから結婚を約束した人がいました。結婚式場・披露宴の会場の予約をし、新

婚旅行の手配も終り、住む家も決めて、媒酌人への挨拶も済ませていました。ところがある日突

然、その人に「結婚を破談にしてほしい。」と言われたのです。その理由はＡさんが同和地区（同

和関係者）であるというただそれだけのことでした。その婚約者は以前から部落差別の不当性をと

なえる、知識豊富な人だったのですが、親兄弟や親戚の反対を受けて婚約破棄を決めたのでした。

（事例 2 ）

ある人が、Ｂ社から一軒の家を購入しました。ところが後になってその地域が同和地区である

ことを知り、しばらくしてその物件を他社に売り、転居しました。その後、Ｂ社への「同和地区

であることを黙って売った」という批判攻撃と「同和地区には地区外の人が住むべきではない」

という内容のビラを配布しました。

（事例 3 ）

同和地区のＣさんは、ある会合の中で「私の息子は、就職試験で、同和地区（同和関係者）で

あることを理由に何度も差別を受け、絶望し、一時は泥沼のような生活に足を踏み込んでしまいま

した。就職で差別された子供の気持ちがあなたに分かりますか……」と、涙ながらに訴えました。

（事例 4 ）

ある運動団体に 1通の封書が配達されました。中には差別選考の実態を示す文書が同封されて

いました。「人事管理上のポイント」と題する項には、「本社の社員として不適正な（経営活動を

阻害する恐れのある）者は、絶対に採用しない。採用してからでは手遅れであり、予防すること」

という文章に続いて、「同和者（部落出身等）の取扱い」と書かれていました。また、採用決定

時のチェック事項の中に組合活動、思想傾向・政党活動とあり、不当な基準で選考が行われてい

たことが明らかです。

（事例 5 ）

ある会社社長が、その会社のＤ工場長に対し、パート採用に際して「◯◯町の◯丁目には注意

してほしい。そこは部落だから。」と差別選考を指示しました。

翌日のＤ工場での伝達会議の中で、「おかしい」との声があがり、問題が明らかになりました。

−113−

　
　

等
を

Ⅴ　

就
職
の
機
会
均



部落差別は大きく 2つに分けられます。「心理的差別」と「実態的差別」です。
心理的差別……�「同和地区（同和関係者）を不当に蔑視し、忌避・敬遠する感情のこと（上記のよ

うな）」
こうした差別をなくすには、学校教育や啓発活動を通して人権尊重の精神の浸透を
図ることが必要です。

実態的差別……「同和地区（同和関係者）の生活にみられる差別のこと」
教育が充分受けられなかったり、健康を害していたり、仕事が不安定であったりす
る人が多いという現実があるのです。

同和地区（同和関係者）の生活環境は全体としてかなり改善されました。しかし、住民の生活水準
が低いのでは差別がなくなったとはいえません。生活水準をあげるためには安定した収入が必要にな
ります。そしてかれらが安定した収入を得る、つまり安定した仕事に就くためには、わたしたち一人
一人が同和問題を正しく理解し、「自分は差別をしていないだろうか」と常に反省して心の奥底に潜
む差別意識を払拭するよう努めることが必要です。

⑵　同和問題に対する行政の取組

政府も同和問題を国の総合的施策としてとりあげています。昭和40年 8 月11日、内閣総理大臣の諮
問に対し、同和対策審議会は「同和問題の早急な解決は国の責務で、国民的課題」であると答申しま
した。
政府はこれを受けて、昭和44年「同和対策事業特別措置法」を制定しました。同和対策事業として、
生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化など
をあげた10年間の時限法でした。 3年間の期間延長の後失効しましたが、昭和57年、残された課題の
解決のため、 5年間の時限法として「地域改善対策特別措置法」が制定されました。しかし失効後も
引き続き実施すべき事業が見込まれたため、昭和62年、 5 年間の時限法として「地域改善対策特定事
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が制定され、その後 5年間期間延長され特別措置が講
じられました。
平成 9年 4 月からは同法の改正により 5年間の時限法として、一部の事業を除き一般対策へ移行と
なり法的措置・行政措置が講じられました。
平成14年 3 月31日で「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効し、

「地域・地区」という概念が払拭され、平成14年 4 月からは一般との格差が見られる層を中心に、就
職困難者に対する一般対策の中で対応することとなりました。同和問題は人権問題の中の大きな柱と
して位置付けられました。
平成28年12月 9 日、部落差別の解消の推進に関する法律が成立し、同日、公布・施行されました。
この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する
状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念
にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であ
ることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らか
にするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部
落差別のない社会を実現すること」を目的とし、「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等
しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部
落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のな
い社会を実現することを旨として、行われなければならない」との基本理念に基づき制定されました。
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　また、最近ではインターネットに同和地区を公開したり、差別図書の販売を予告する等の行為が

行われています。

職業選択の自由は全ての人が保障されたもので、就職の機会は全ての人に均等に与えられるべき
です。ところが同和地区（同和関係者）はそれが不当に妨げられることがあり、そのために不安定
な就業状態となるのです。一部の企業でいわゆる「地名総鑑」を購入したという事件も発生しまし
たが、このような冊子も同和地区（同和関係者）の就職差別を助長するような趣旨で発行されたこ
とが明白です。
また、最近ではインターネットに同和地区を公開したり、差別図書の販売を予告する等の行為が
行われています。
いうまでもなく、選考時に注目すべきことは就職希望者が仕事をする上で、その仕事に合った適
性と能力をもっているかどうかであり、それ以外の部分でその人を評価するのは不適切といえます。
こうしたことを念頭に、公正な判断による採用選考を心掛け、くれぐれも就職差別をしないように
お願いします。

問題解決のためには採用時に注意するだけでなく、事業所全体が差別をしない雰囲気をつくるこ
とが大切です。一部の人の心ない一言で、計り知れない苦痛を与えてしまうこともあり得るので
す。採用後、身元調査や戸籍謄本の提出がもとで同和地区（同和関係者）であることが明らかにな
り、職場に居づらくなったとか、特別視されるのではないかと気になってしょうがないとかいうこ
とになると精神的に不安定になってしまいます。そんなことにならないためにも従業員に対する社
内研修が必要です。

企業は、企業である以上、利潤を追求することは当然ですが、それと同時に社会との連帯、つまり
企業が果たす社会的責任の重大さに目を向けるべきではないでしょうか。社会で求められていること
を無視して、企業の繁栄は有り得ないといえます。社会の要請に応えるためにも、社内研修を計画的
に推進し、差別がなくなるよう企業全体で取り組んでいただきますようお願いします。

このように、同和問題はさまざまな面からの方策を通して改善されていかなければなりません。そ

して同和地区（同和関係者）が安定した生活を送れるためには、雇用に関わる事業主さんの正しい理

解が不可欠です。
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　また、最近ではインターネットに同和地区を公開したり、差別図書の販売を予告する等の行為が

行われています。
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7 LGBTについて

LGBTとは、以下の性的マイノリティの頭文字を並べたものです。

LGBTを理解するは、

Ⅳ

－92－

� ���������

� ������

������������������������
���
	��������������

�������� ­�����������������

������������������������
����
	�������������

��������������������������

�������������������¡����������¢������£�¤¥
¦§

�¨������©�����������ª�«­�������� ­�����������

 ���¬®�¯«�°±²��³´µ�¶���·¸�¹�º����»¼½����������

�¾¿Àº«�����Á������

Â�Ã�°±ÄÅ
°±ÆÇ��ÈÉÊË�Ì���³�ÆÇ��ÍÎ
ÏÐ§�ÑÒ�Â�Ã�

ÓÔ�Õ�Ö×½�ØÙ��Ú­Áº�������ª�»Û�¬«������¶ÜÝ����«

Þ�«����¬®¯��

��������������������
���
��������

°±ß���à
�Ã�á±âã�Õ�ä���°±�������Ú��åÀº������

��ä�������æç¾�èÜé��������¨êë������ì�Êí�����î

��ïð��ÆÇ���ÞÀ��ª�ñ�ò®����«ÜÁóô������õ½�
®Ä��

��������æ�öì����ºÞ÷°±�������æ�¦§��ø�«ÄÅ�ù���

ÞÀ��

�������¡�¢£¤¥�������¦�����§¨�

ä��°±�«����ú��à��û�ü¹���¦§���«�æ���ª�¦§�ýþ�

ÿ~��«­��}�¹����ÜÁ�°±�|�ªº{[����\­���¤]��¬®¯é

^�ªº���_�`@��«­�Ü	?�×�ÜçÜ­�«­�Ü�µ��>�=��°<�Ø

Ù;:�������/.�¶��®Ü-¯é^�

©����ª«�¬������§¨�

®�¯°�±�²�����³��´µ��©����¶��²·�¸¹��������,+

���º»�¼��½¾��¿��ÀÁ¥��Â©�Ã��ÄÅÆÇ��ÈÉÊËÉÌÍÎÏ��

Õ��*�/.�)�^��¯��(��ê'�&%�$#��³"�!Áº¯���ª���Õ

※「LGBT」という言葉を上記 ４つに限らない性的マイノリティの総称として用いることが一般的です。
　 「LGBTQ」「LGBT+」などのように表記されることもあります。
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7 LGBTについて

LGBTとは、以下の性的マイノリティの頭文字を並べたものです。

LGBTを理解するは、
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就職差別とは、不合理な理由で人を区分し、特定の人に対して不当な評価をすることです。現在

でも、同和地区（同和関係者）・女子・障害者・在日外国人（特に韓国・朝鮮籍）・定時制通信制課

程修了者・性的マイノリティの方などが一部で差別に苦しんでいます。中には募集の段階で排除す

Ⅵ
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る事例もみられますが、その人がどのような適性・能力をもっているか、何の選考も面接もしない

でどうしてわかるでしょうか。既存の偏見や予断に左右され、特定の人たちを切り捨ててしまうの

は、職業安定法第 3条の均等待遇に反することです。「人を人としてみる」人間尊重の精神を十分

に盛り込み、採用選考の基準はあくまでも適性と能力に焦点を合わせて考え、正しい選考を妨げな

い、充分納得のいく基準を定めるよう、心掛けてください。

Ⅳ

－94－

�������������������
���
	�������

�������������� ­��������������­������������

�����������������
���
��	�������������������

����������������������¡�¢���

���������	������ ­������������	���

������������	����

��­��£¤¥�¦ ¢��§�¨©�
ª«���¬���£®¯­°±�²³��£��

�´����µ���¶·¸�¹º�»¼�²½¾¿�À��®¯­�Á�Á��������¤

¥�²Â�
ÃÂ���Ä�ÅÆ�
�­À´�²¢��
ÇÈÉ���¢�¨Ê�������

Ë�����������������	���������
������Ì�ÍÂ��ÅÆ�

Î
ÏÐ���®¯£�Ñ���������

�����	���	�����¡¢£�¤¥���¦�§¨©ª§¨�«¬�������®�

«���¯��	���°	����

����±²³´µ¶·�¸¹º»�¼½��¾¿�����	���

ÒÓÔ£����ÕÖ­�×£��ØÙ��Ú�£ÛÜÝÞß��àáâã�£Õ¸�À�ä�

å´ ´��
æç�����´�­�����������¸¹º»�¼½���	��À��

ÁÂ��¯��	���Ã���Ëæ�èé�êë�ìí£®¯�îï�ðñ�ð¢��
æ¢�

���´�°±����¢��
æ­����òæ��
£���

ó���ôà�­ÀÐ¢ÏÐ��Î��ÏÐ�õö£î÷�À�ôà�âã£��áøÝùúû

üýþ�á�����ÿ�¢��ÏÐ�¢������

�´�»¼��ÿ�´
æ�~��}¢�¢����£|ÃÝ�{[�Ç \�
]^��~�


òæ�ê�_`£��@£àæ?>��=<�;û:/�.��¢�����

�
æ�Ë����-,¢��
£��£ÏÐ�+*��)(�\��ô'£&É��µ���

��§�¨Ê ´�¢�Ðæ�Ðç�����%°±����
òæ���ÇÙ�µ��

ò´­¹º£ñ$�������­������ò£ÏÐ���­#"��èé��æ���!

à��æ���%Â0��12�òæ���34��­�����ùúû56ýÝà7�89�


ÏÐ�áø�A�´����Ç�èé�£BC�B���D¢��Ë�ÎË�£���

��®�§¨���Ä��À���	���

°E�´��
!à�èé�
àËF­�G����´Ë�æç��H����

��Ç ����
ÓÔ­�� ��à�Iæ�ËÊ�JK�
æ�ÐLM�­���Ë���

£èé�£NÇ Ï�O�à��P�
æ�ÐLM�����Ë�Î��ÏÐ�¡�¢���

−119−

　
　

あ
り
方

Ⅵ　

採
用
・
選
考
の



Ⅳ

－93－

�������������������
���
�	�����	�����	������

�������� ­��������������	�������������������

�������������	�¡�¢�£¤¥�¦§�¨©�ª�«¡�¬®
��¯°�±²

���������³´�µ�¶��·�¸	�
��¹º���»©¼½��²¯°��¾��

��¿ÀÁ�²Â­��

��������������������
��
�	�����������

�Ã���������ÄÅÆ­������Ç��È¾��ÉÊË�������������

�	²Ì¸�
��ÍÁ���Ä�Î��Ï���ÐÑ����Ò�·��¸Ó�¬®¯°�ÔÁ�

�Ã��ÕÖ×�Ø�ÙµÚÛ�
�����ÜÝÛ�Þ�	�¬ß�à¾�áâ�ãä����

Äåæ���

� ������

���ç������ ­���������������è����������������

­�������������¬®
��é���ê��ëì���

���¬®íî�ï��Ì¸�
��Ë��¾���ðñ��²è��´�òóô�éõ�	���

�����������¡�����������

�²­ö�ÕÖ×�Ø�ÙÈ¾��÷�ø	ù��¾������úû��Î�¬®
�Äåæ

������¢£�¡¤���¥�¢£��¦���������§��¨¤©������ª«

������

��Ý´�Ù�ü�ÊËÐ����������ýþ�����ÿ����ê�¯°���Î�

­¶�²Â­��~}Û������ö�©|�{[Ä��ýþåæ��\��]^���²Ù�

È¾����_`���@{?��>}Û�å=�<Ä±������������Ç�Ä���

���÷�È¾������;:��������

���Î�ê�¯°ÄµÚÛ����±���Äåæ���¬®��/�	�¡�ÿ�¶��²

Ö.���Â�Ù�Î�ÂÁ-,��÷�¬�����·���±���·����	���	�

	�ê�Ä+ì��*)(�×�'&���
��%$ðÐ�*þ�{[�\#�"öÂ���É

�!0���{[�>}Ûæ<���È¾������¸���·�¶ö�

¬®�¯���°�±²�³�´µ�¯¶·¸¹­º»��¼½¾�¿À�¯�������

��1�2`���3´�±�ýþ����45­¶�����¥��Á�°Â�ÃÄ��©�

�����������Å�������Æ��Ç��È�¯É�Ê�������������

ê���ù����
��67�æ8���ê��¾���9�Û�úûÄA��
�í��2®

���������B�C������DÓ������E�EFG�Î��	���

���ÕÖ×��£���ÙH´�IJ�±���Ä�K�L�����ê���C�M��­�

Ⅳ

－94－

�������������������
���
	�������

�������������� ­��������������­������������

�����������������
���
��	�������������������

����������������������¡�¢���

���������	������ ­������������	���

������������	����

��­��£¤¥�¦ ¢��§�¨©�
ª«���¬���£®¯­°±�²³��£��

�´����µ���¶·¸�¹º�»¼�²½¾¿�À��®¯­�Á�Á��������¤

¥�²Â�
ÃÂ���Ä�ÅÆ�
�­À´�²¢��
ÇÈÉ���¢�¨Ê�������

Ë�����������������	���������
������Ì�ÍÂ��ÅÆ�

Î
ÏÐ���®¯£�Ñ���������

�����	���	�����¡¢£�¤¥���¦�§¨©ª§¨�«¬�������®�

«���¯��	���°	����

����±²³´µ¶·�¸¹º»�¼½��¾¿�����	���

ÒÓÔ£����ÕÖ­�×£��ØÙ��Ú�£ÛÜÝÞß��àáâã�£Õ¸�À�ä�

å´ ´��
æç�����´�­�����������¸¹º»�¼½���	��À��

ÁÂ��¯��	���Ã���Ëæ�èé�êë�ìí£®¯�îï�ðñ�ð¢��
æ¢�

���´�°±����¢��
æ­����òæ��
£���

ó���ôà�­ÀÐ¢ÏÐ��Î��ÏÐ�õö£î÷�À�ôà�âã£��áøÝùúû

üýþ�á�����ÿ�¢��ÏÐ�¢������

�´�»¼��ÿ�´
æ�~��}¢�¢����£|ÃÝ�{[�Ç \�
]^��~�


òæ�ê�_`£��@£àæ?>��=<�;û:/�.��¢�����

�
æ�Ë����-,¢��
£��£ÏÐ�+*��)(�\��ô'£&É��µ���

��§�¨Ê ´�¢�Ðæ�Ðç�����%°±����
òæ���ÇÙ�µ��

ò´­¹º£ñ$�������­������ò£ÏÐ���­#"��èé��æ���!

à��æ���%Â0��12�òæ���34��­�����ùúû56ýÝà7�89�


ÏÐ�áø�A�´����Ç�èé�£BC�B���D¢��Ë�ÎË�£���

��®�§¨���Ä��À���	���

°E�´��
!à�èé�
àËF­�G����´Ë�æç��H����

��Ç ����
ÓÔ­�� ��à�Iæ�ËÊ�JK�
æ�ÐLM�­���Ë���

£èé�£NÇ Ï�O�à��P�
æ�ÐLM�����Ë�Î��ÏÐ�¡�¢���

−120−

　
　

あ
り
方

Ⅵ　

採
用
・
選
考
の



都道府県労働局 ハローワーク

学生の職業選択の自由を侵害する
「オワハラ」は行わないでください！！

開若

以下のようなことをしていませんか？
これらは「オワハラ」に該当し得る例です！

オワハラとは、企業などが新規学校卒業者等の採用において、内定や内々定を行う
ことと引き換えに、学生の意思に反して他の企業などへの就職活動の終了を強要す
るようなハラスメント行為です。

オワハラは、憲法で保障された職業選択の自由を侵害する行為であり、場合によっ
ては、刑法上の脅迫罪・強要罪や民法上の不法行為にも当たる可能性があります。

また、学生にオワハラと受け止められれば、企業等の社会的信用の失墜やイメージ
の低下につながりかねません。

新規学校卒業者等の就職は、人生の大きな転機であり、将来を左右する重要な選択
をすることになります。

学生側にも、節度ある就職活動が求められますが、企業や職業紹介事業者の皆さま
にも、学生が納得いく就職活動を行えるよう、就職機会の確保にご理解・ご協力を
お願いします。

事業主・職業紹介事業者の皆さまへ

■ 自由応募型の採用選考において、内（々）定と引換えに大学
あるいは大学教員等からの推薦状の提出を求めること

■ 自社の内（々）定と引換えに、他社への就職活動を取りやめ
るよう強要すること

■ 内定承諾書等の早期提出を強要すること

■ 他社の就活が物理的にできないよう、研修等への参加を求め
ること

■ 内（々）定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるため
に何度も話し合いを求めること
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新規中卒予定者については「職業相談票（乙）」（136頁参照）を、新規高卒予定者については「全国高
等学校統一応募用紙」（60・61頁参照）を使用していますか

日本の社会では、人事関係で「本籍」を問う傾向があります。

人を雇う際、本籍を調べる習慣は、資本主義発展の初期からみられるようです。就職差別が前近

代的な身分制度に始まることを想起していただきたいのですが、そうするとこれは同和地区（同和

関係者）を雇わないために出来上がったものと考えられます。

つまり本籍を調べたり、戸籍謄（抄）本を求めたりするのは、実質的な身元調査になるのです。

現在の戸籍には人権にふれる記載は原則としてありませんが、本籍や出生地の地番などから出身

地区を推測して、人権侵害問題をひきおこすことが多いのです。

新規の専修学校・高専・短大・大学卒業予定者については、学校所定の応募用紙や厚生労働省の示
した「モデル様式」に準じた履歴書又は、「厚生労働省履歴書様式例」を参考にした履歴書を使用し
ていますか。

一般求職者については「厚生労働省履歴書様式例」の履歴書を使用していますか

学校所定の応募用紙がある場合には、それを使用してください。ない場合は、厚生労働省では、
就職差別につながるおそれのある事項を除いた「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」及
び「厚生労働省履歴書様式例」をお示ししていますので、こちらを参考にした応募社用紙（履歴書、
自己紹介書）の使用を推奨しています。

新規学校卒業予定者以外の応募者については、「厚生労働省履歴書様式例」の使用を推奨してい
ます。
＊JIS規格の様式例から履歴書の様式例が削除されたため、厚生労働省では事業主のみなさまに
広く参考にしていただくための様式例「厚生労働省履歴書様式例」を作成しました（変更点は、性
別欄は任意記載、各欄（「通勤時間」「扶養家族（配偶者を除く）」「配偶者」「配偶者の扶養義務」）
が設けていないことです）。
※�「厚生労働省履歴書様式例」は、以下のURL（厚生労働省HP）からダウンロードでき
ます。https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
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前提にして考えているようにみえます。これは応募者本人を尊重しない考え方で、予断と偏見に満

ちています。「親は親、子は子」ですから、このような質問で評価することのないようにしてくだ

さい。

もし、同和地区（同和関係者）を排除するために提出させているのでないなら、一体何のために

本籍を調べたり戸籍謄（抄）本を求めたりするのでしょうか。人事の慣習として単に事務的に調べ

ているのかもしれませんが、その行為によって大きな不安を抱く人々がいることを認識していただ

き、このような行為はやめてください。
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などは何の関わりもないことといえます。（131～132頁参照）これらのことはよく話のきっか

けとして尋ねられますが、それが知らないうちに基本的人権を侵害し、人格を傷つけることに

つながりますので、極力気をつけてください。
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同和地区（同和関係者）に対する就職差

別につながります。

「短所についての質問」
•短所自体は人それぞれに違うものであ
り、応募者によっては、身体的特徴や
健康状態を短所と考えている場合があ
ります。こうした方はこれらを採否の
基準にはされたくないと考えているは
ずですので、短所について問われる精
神的動揺の大きさに配慮しましょう。

•困難に対してどう工夫したかを問う質問
であれば、例えば「学生生活で直面し
た困難な出来事に対してどう工夫した
か」等の聞き方を検討しましょう。

「返答に窮する質問」
•何のための質問か、その真意を測りかね
とっさに返答できません。表面的にはは
きはきした受け答えができないと判断さ
れてしまい、受験者にとって不利な結果
になるかもしれません。

「思想、信条、宗教など」
•思想・信条、宗教、支持政党、人生観な
どは、憲法で保障された個人の自由権に
属する事柄です。それを、採用選考にも
ちこむことは基本的人権を侵すことにな
ります。

•学校の欠席の理由は何ですか。停学ではないの
ですか。

•クラスでの順位は何番位ですか。
•進学校なのに何故就職を選んだのですか。
•友達と約束していたのに残業を頼まれたらどう
しますか。

•煙草を吸いますか。酒は飲みますか。
•失礼ですが、もし不採用だったらどうしますか。
•結婚は何歳位でしたいですか。
•（複数応募開始日以降）他に応募している企業
はありますか。

•あなたの短所を教えてください。

•労働組合をどう思いますか。
•学生運動をどう思いますか。
•学校外での加入団体を言ってください。
•どんな本を愛読していますか。
•あなたの家では何新聞を読んでいますか。
•あなたの信条としている言葉は何ですか。
•あなたは、自分の生き方についてどう考えて
いますか。
•将来、どんな人になりたいと思いますか。
•あなたの家の宗教は何ですか。
•あなたの家族は何を信じていますか。
•あなたは、神や仏を信じるほうですか。
•あなたの家に仏壇はありますか。
•尊敬する人物を言ってください。
•学校の先生の中に尊敬する人はいますか。
•あなたは今の㈳会をどう思いますか。
•あなたの家族は何党を支持していますか。
•政治や政党に関心がありますか。
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企業の中には、人事の慣習として、興信所を通してあるいはその企業独自で身元を調査し、採否

の判断資料としているところがありますが、職業安定法指針により、身元調査を行うことは禁止さ

れています。
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参考　新規中学卒業予定者用「職業相談票（乙）」
⑹　就職差別につながる恐れのある事柄への対応の流れ

新潟労働局及び県内ハローワークでは新潟県、新潟市及び県内高等学校と下図のように連携を図り

ながら、就職差別につながるおそれにある事案に対応しています。

企業

教諭 生徒

新潟市教育委員会学校支援課

新潟県教育庁高等学校教育課
新潟労働局職業安定課

高等学校

ハローワーク
生徒からの聴取（次頁

「チェック・連絡票」の記入） 事実の確認や指導方法等の検討

就職差別につながるおそれの

ある事案のまとめ

対応等のまとめ

事実確認  指導

報告 報告

連携

連携

情報共有

連絡

受験
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様式１ 就職採用試験チェック・連絡票

学校名： 学校 試験結果： 採用 ・ 選考中 ・ 不採用

試験日： 平成 年 月 日（ ） 報 告 日： 平成 年 月 日（ ）

所在地： 県内 ・ 県外 民間・公務員等の別： 民間企業 ・ 公務員等

企業名等： 職 種： 求人番号： －

記入にあたって

・１，２に示したものは不適切な事柄です。該当する質問等があった場合は、□に印印でで

チチェェッッククした上で、［具体的内容］の欄に質問等の詳細を記入してください。

・内定後、身元調査につながる書類の提出を求められるなどの不適切な事柄があった場合は、

その詳細を５に記入してください。

１
提出物

□ ①戸籍謄 抄 本 □ ②住民票
□ ③全国高等学校統一応募書類以外の提出物（当日記入したものも含む）

（具体的な書類名： ）

２
質問内容
作文を含む

□ ①本籍・出生地に関すること

□ ②現住所に関すること

近隣の施設，所在する地域など）

※履履歴歴書書にに記記載載ししたた住住所所のの確確認認はは含含みみまませせんん。。

□ ③家族・家庭環境に関すること
職業 続柄 健康 地位 学歴 収入 資産など

□ ④住宅環境に関すること
間取り 住宅の種類など

□ ⑤宗教に関すること

□ ⑥支持政党に関すること

□ ⑦人生観･生活信条などに関すること

□ ⑧尊敬する人物に関すること

□ ⑨思想に関すること

□ ⑩労働組合･学生運動など社会運動に

関すること

□ ⑪購読新聞・雑誌・愛読書などに

関すること

□ ⑫①～⑪以外のこと

［具体的内容］

※住所についての質問内容については

詳細に聞き取ってください。

※身体状況に関すること等は、「４ そ

の他」の欄に記入してください。

３ 採用選考時の健康診断の実施 □ 実施された
・健康診断実施の目的及び検査項目等についての事前説明 □ あり □ なし
（実施目的： ）
（検査項目： ）

４ その他（２の内容の詳細（悪質な事柄）や、身体状況に関すること等）

５ 内定後における就職差別につながる恐れのある事柄

聴取者氏名： 摘要 ハローワーク等記入欄

令和 令和
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参考　新規中学卒業予定者用「職業相談票（乙）」
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参考　新規中学卒業予定者用「職業相談票（乙）」

１　学校名

ふりがな 3 4
2

年 月 日

（満　　　歳）

5 ふりがな

（郵便番号　　　－　　    　）

7
6

8 9 10

〔　　〕段階評価

12
11

　　　　　年　　　月　　　日 中学校長

（所在地）

（郵便番号） （電話番号）

※安定所記載欄

３学年選択教科名３学年必修教科名

国 語

社 会

保 健 体 育

技 術 ・ 家 庭

外 国 語

生
年
月
日

美 術

数 学

理 科

音 楽

写

真

貼

付

現
住
所

欠席日数 特　記　事　項学年

氏
名

性
別

応　　募　　書　　類

（ 中 職 業 相 談 票 〔乙〕）

１

特
別
活
動

総
合
的
な
学
習
の
時
間

特
別
の
教
科
　
道
徳

学
業
成
績

出
席
状
況

公共職業安定所

本人の特長を示すものに○印を付けるも
のとする。

基本的な
生活習慣

本
人
の
ア
ピ
ー

ル
ポ
イ
ン
ト
・
推
薦
事
由
等

主　な　理　由

項　目
行動の
状　況

２

３

創意工夫

行動の
状　況

公共心・
公徳心

行
動
の
記
録

健康･体力
の向上

自主･自律

責任感

項　目

思いやり･
協力

生命尊重･
自然愛護

勤労・奉仕

公正・公平

受 付 番 号受 付 番 号

⑺　参考　新規中学卒業予定者用「職業相談票（乙）」
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新規

（８）参考 公正な採用選考をめざして
ハローワークでは、公正な採用選考に関する様々な情報提供、資料提供を行っています。
ご不明な点がありましたら、お気軽に最寄りのハローワークにご相談ください。

- 137 -

公正採用選考特設サイト
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html

公正採用選考特設サイト
各種資料のデータ公開や解説動画の配信も行っています。

各種リーフレット
上記の特設サイトでデータ閲覧できるほか、お近くのハローワークで冊子で配布しています。
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58・59

Ⅶ
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63

教育訓練などの事前研修等の計画や内定式は避けてください。教育研修等は、入社後に事業主の指
揮命令のもとで行ってください。

採用内定から入社の間に、種々の書類が必要となることと思われますが、基本的には、

①　入社後で足るものは、入社後に提出させること

②　本人の育成指導や雇用管理上、必要最小限度のものとすること

③　基本的人権を侵害するものであってはならないこと

④　提出がなぜ必要なのかを説明し、了承を得た上で提出を求めること

が必要です。

提出を求める書類は、従来から求めているといった理由でなく、本当に必要なものかどうかを必ず

再点検してください。
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教育訓練などの事前研修等の計画や内定式は避けてください。教育研修等は、入社後に事業主の指
揮命令のもとで行ってください。
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新規学卒者の場合は、原則として学校を通じて連絡してください。
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/
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特定地方公共団体
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特定地方公共団体
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特定地方公共団体

第二の一（二）「採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等」

イ�　事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用

の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面の交付等により、採用

の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業す

ることを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。

ロ�　事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的

な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることに

ついて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる

手段を講ずること。

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合には、当

該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行う

とともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補償等の要求には誠意を持って対応

すること。
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特定地方公共団体

令和４年４月に県内就職した新規学校卒業者のうち、高校卒は就職後３年間で 33.6％、短大・専修

学校等卒は就職後３年間で41.0％、大学卒は就職後３年間で33.6％が離職しています。（147ページ参照）
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 厚⽣労働省が⾏った「令和５年若年者雇⽤実態調査」では、初めて勤務した会社を離職した
理由の調査結果をみると、労働条件や⼈間関係を理由に離職した割合が⾼くなっています。 
○○厚厚⽣⽣労労働働省省「「令令和和５５年年若若年年者者雇雇⽤⽤実実態態調調査査」」（（令令和和５５年年 1100 ⽉⽉１１⽇⽇時時点点でで満満 1155〜〜3344 歳歳のの労労働働
者者をを対対象象にに実実施施））  

初めて勤務した会社をやめた理由（３つまで複数回答）の上位をみると、「労働時間・休⽇・
休暇の条件がよくなかった」が 28.5％、「⼈間関係がよくなかった」が 26.4％、「賃⾦の条件が
よくなかった」が 21.8％、「仕事が⾃分に合わない」が 21.7％となっています。 

 

 
 
求⼈条件に変更はありませんか。もし、求⼈条件に変更があれば、⼩さなことでもキチンと

知らせることこそ⼤切です。 
労働条件の相違は、たとえ悪意のない単純な⾷い違いであったとしても、社会⼈への第⼀歩

を踏み出したばかりの若者の⼼に裏切られたという気持ちを植え付けるものであり、やる気に
⽔をさすものと⾔えます。 

もう⼀度、ハローワークに申込まれた求⼈票を再点検してください。求⼈票に書かれた求⼈
条件と実際の労働条件が違うなどを理由で退職する若者がいなくなるようにしてください。 

なお、使⽤者が労働者を採⽤するときは、賃⾦、労働時間、その他労働条件を書⾯などで明
⽰しなければなりません（労働基準法第 15 条）。 

16.1 
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3.0 
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6.9 

9.4 

11.5 

12.1 

15.2 

21.7 

21.8 

26.4 

28.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

その他

独立して事業を始めるため

介護・看護のため

家業をつぐ又は手伝うため

責任のある仕事を任されたかった

倒産・整理解雇又は希望退職に応じたため

雇用期間の満了・雇止め

1つの会社に長く勤務する気がなかったため

不安定な雇用状態が嫌だった

不明

自分の技能・能力が活かせられなかった

健康上の理由

会社に将来性がない

結婚・子育てのため

ノルマや責任が重すぎた

仕事が自分に合わない

賃金の条件がよくなかった

人間関係がよくなかった

労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった

初初めめてて勤勤務務ししたた会会社社ををややめめたた主主なな理理由由（（複複数数回回答答 33 つつままでで）） 

求求⼈⼈票票のの内内容容とと実実際際のの労労働働条条件件にに相相違違やや誤誤りりががなないいかか、、確確認認ををししままししょょうう。。  
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 厚⽣労働省が⾏った「令和５年若年者雇⽤実態調査」では、初めて勤務した会社を離職した
理由の調査結果をみると、労働条件や⼈間関係を理由に離職した割合が⾼くなっています。 
○○厚厚⽣⽣労労働働省省「「令令和和５５年年若若年年者者雇雇⽤⽤実実態態調調査査」」（（令令和和５５年年 1100 ⽉⽉１１⽇⽇時時点点でで満満 1155〜〜3344 歳歳のの労労働働
者者をを対対象象にに実実施施））  

初めて勤務した会社をやめた理由（３つまで複数回答）の上位をみると、「労働時間・休⽇・
休暇の条件がよくなかった」が 28.5％、「⼈間関係がよくなかった」が 26.4％、「賃⾦の条件が
よくなかった」が 21.8％、「仕事が⾃分に合わない」が 21.7％となっています。 

 

 
 
求⼈条件に変更はありませんか。もし、求⼈条件に変更があれば、⼩さなことでもキチンと

知らせることこそ⼤切です。 
労働条件の相違は、たとえ悪意のない単純な⾷い違いであったとしても、社会⼈への第⼀歩

を踏み出したばかりの若者の⼼に裏切られたという気持ちを植え付けるものであり、やる気に
⽔をさすものと⾔えます。 

もう⼀度、ハローワークに申込まれた求⼈票を再点検してください。求⼈票に書かれた求⼈
条件と実際の労働条件が違うなどを理由で退職する若者がいなくなるようにしてください。 

なお、使⽤者が労働者を採⽤するときは、賃⾦、労働時間、その他労働条件を書⾯などで明
⽰しなければなりません（労働基準法第 15 条）。 

16.1 

0.3 

0.9 

1.0 

1.4 

3.0 

3.0 

5.5 

5.8 

6.3 

6.9 

9.4 

11.5 

12.1 

15.2 

21.7 

21.8 

26.4 

28.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

その他

独立して事業を始めるため

介護・看護のため

家業をつぐ又は手伝うため

責任のある仕事を任されたかった

倒産・整理解雇又は希望退職に応じたため

雇用期間の満了・雇止め

1つの会社に長く勤務する気がなかったため

不安定な雇用状態が嫌だった

不明

自分の技能・能力が活かせられなかった

健康上の理由

会社に将来性がない

結婚・子育てのため

ノルマや責任が重すぎた

仕事が自分に合わない

賃金の条件がよくなかった

人間関係がよくなかった

労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった

初初めめてて勤勤務務ししたた会会社社ををややめめたた主主なな理理由由（（複複数数回回答答 33 つつままでで）） 

求求⼈⼈票票のの内内容容とと実実際際のの労労働働条条件件にに相相違違やや誤誤りりががなないいかか、、確確認認ををししままししょょうう。。  
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新潟労働局職業安定課

令和７年３月３１日現在

 　　　 

新規学卒就職者の学歴別就職後３年以内離職率の推移（新潟県）

（注） 　この離職率は厚生労働省が管理している雇用保険被保険者の記録を基に算出したものであり、新規に被保険者資格を取得した年月日と
　　　生年月日により各学歴に区分している。
　　　　 ３年目までの離職率は、四捨五入の関係で１年目、２年目、３年目の離職率の合計と一致しないことがある。
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【資料出所及び離職率の集計の考え方】

具体例は次のとおり。

具体例

○　令和４年３月新規大学卒業者の３年目離職率の場合

[１]就職者： 生年月日が平成 年４月１日以前で、令和４年３月１日から令和４年６月 日までに新規

学卒として雇用保険に加入した者を令和４年３月新規大学卒業就職者とみなす。

[２]離職者： [１]のうち、令和４年３月１日から令和７年３月31日までに離職した者

（令和４年３月１日から令和４年６月 日までに新規学卒として雇用保険加入の届けを提出

した事業所を上記の期間中に離職した場合、離職理由や離職後の就業の状態に関わらず離職者

として算出している（以下、[４][６]についても同様））。

[３]就職者： 生年月日が平成 年４月２日から平成 年４月１日までの者で、令和４年３月１日から令和４

年６月 日までに新規学卒として雇用保険に加入した者を令和４年３月新規短大・専修学校

等卒業就職者とみなす。

[４]離職者： [３]のうち、令和４年３月１日から令和７年３月31日までに離職した者。

[５]就職者： 生年月日が平成 年４月２日から平成 年４月１日までの者で、令和４年３月１日から令和４

年６月 日までに新規学卒として雇用保険に加入した者を令和４年３月新規高校卒業就職

者とみなす。

[６]離職者： [５]のうち、令和４年３月１日から令和７年３月31日までに離職した者。

※　令和４年３月新規高校卒業者の離職率・・・[６]／[５]

○　令和４年３月新規短大・専修学校等卒業者の３年目離職率の場合

○　令和４年３月新規高校卒業者の３年目離職率の場合

※　令和４年３月新規大学卒業者の離職率・・・[２]／[１]

事業所からハローワークに対して、雇用保険の取得届が提出された新規被保険者資格取得者の生年月日、資

格取得加入日等、資格取得理由から学歴ごとに新規学校卒業者と推定される就職者数を算出し、更にその離職

日から離職者数・離職率を算出している。

※　令和４年３月新規短大・専修学校等卒業者の離職率・・・[４]／[３]

参 考

５
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労働時間の短縮が生産性の上昇につながるよう、業務・作業方法の改善や省力化を進めることによ

りいかに仕事の効率を上げるか、御検討をお願いします。
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173 175

173 175

　労使協定の締結又は就業規則の定めにより、① 1年単位の変形労働時間制、② 1カ月単位の変形労

働時間制、③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制、④フレックスタイム制の 4種類の変形制が認め

られています。
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